
別紙様式第 22号 

申請日 ２０２６年 ６月 ２６日 

 

一般社団法人 資産運用業協会 

会長 殿 

 

 

ＳＯＭＰＯアセットマネジメント株式会社 

代表取締役社長 山口 力 

 

 

正会員の財務状況等に関する届出書 

 

 

当社の財務状況等に係る会計監査が終了いたしましたので、貴協会の定款の施行に関する規則第９

条第１項第 17号の規定に基づき、下記のとおり報告いたします。 

 

１【委託会社等の概況】 

（１）資本金の額（2026年 4月末現在） 

資本金の額              1,550百万円 

会社が発行する株式の総数        50,000株 

発行済株式総数             24,085株 

最近５年間における主な資本金の額の増減：該当事項はありません。 

 

（２）会社の機構（2026年 4月末現在） 

① 会社の意思決定機構 

定款に基づき 10名以内の取締役が株主総会において選任されます。取締役の選任決議は、議決

権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上にあたる株式を有する株主が出席し、そ

の議決権の過半数をもって行います。また、その選任決議は、累積投票によらないものとします。 

取締役の任期は、選任後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会

終結の時までとします。増員により、または補欠として選任された取締役の任期は、他の在任取

締役の任期終了と同時に終了します。 

取締役会の決議によって、代表取締役を選定します。また、取締役会長、取締役社長各１名を選

定することができます。 

取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役社長が招集し、議長となります。取締

役社長に事故あるときは、あらかじめ取締役会で定めた順序により、他の取締役がその任にあた

ります。取締役会の招集通知は会日の３日前までに発します。ただし、緊急の必要のある場合に

は、この期間を短縮することができます。 

取締役会は、法令または定款に別段の定めがある場合のほか、業務執行に関する重要事項を決定



します。その決議は、取締役の過半数が出席し、出席した取締役の過半数をもって行います。 

 

② 投資運用の意思決定機構 

・総合投資会議は、ファンドの運用方針の分析と決定を行います。 

・各資産投資戦略会議は、総合投資会議の運用方針に基づき、ファンドの運用戦略を決定し、各

運用担当部が運用計画を策定します。 

銘柄の選定にあたっては「いかなる資産も本来の投資価値を有しており、市場価格は中長期的

にはこの投資価値に収束する。したがって、市場価格と投資価値の乖離が超過収益の源泉とな

る。」という当社の投資哲学に基づき、各資産、市場、銘柄の割安・割高の度合いを算出するた

めに、各々の「本来あるべき投資価値」を分析することに注力しています。 

・各運用担当部で策定された運用計画に基づき、投資顧問業務部トレーディング室が最良執行の

観点から売買を執行します。 

・運用状況の分析・評価等は運用担当部で行い、総合投資会議に報告されます。また、売買チェ

ック、リスク管理、各種法令、ガイドライン遵守の状況は、コンプライアンス・リスク管理部

で確認を行い、コンプライアンス・リスク管理委員会に報告されます。 

 

 



２【事業の内容及び営業の概況】 

「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託

の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用（投資運用業）な

らびに証券投資信託の募集又は私募（第二種金融商品取引業）を行っています。また「金融商品取引法」

に定める投資一任契約に基づく運用（投資運用業）および投資助言業務を行っています。 

委託会社の運用する投資信託（親投資信託を除きます。）は 2026 年 4 月末現在、計 291 本（追加型株

式投資信託 175本、単位型株式投資信託 85本、単位型公社債投資信託 31本）であり、その純資産総額

の合計は 1,981,250百万円です。 

 



 

 

 

３【委託会社等の経理状況】 

１．        委託会社であるＳＯＭＰＯアセットマネジメント株式会社（以下「委託会社」という。）の財務諸表は、

「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和 38 年大蔵省令第 59 号）、ならびに同規則第 2 条

の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」（平成 19 年内閣府令第 52 号）により作成しておりま

す。 

  

 
２．        委託会社は、金融商品取引法第 193 条の 2 第 1 項の規定に基づき、事業年度(2025 年 4 月 1 日から 2026 年

3 月 31 日まで)の財務諸表について、EY 新日本有限責任監査法人による監査を受けております。 



 

 

 

（１）【貸借対照表】 

    前事業年度 
（2025 年 3 月 31 日） 

当事業年度 
（2026 年 3 月 31 日） 

区分 
注記

番号 
金額（千円） 金額（千円） 

（資産の部）           
Ⅰ 流動資産           

1 現金・預金     4,269,903   4,762,020 
2 前払費用     104,386   103,724 
3 未収委託者報酬     1,826,714   2,232,967 
4 未収運用受託報酬     1,177,062   3,399,152 
5 その他     170,005   5,918 
流動資産合計     7,548,072   10,503,783 

            
Ⅱ 固定資産           

1 有形固定資産           
（1）建物 ※1   3,997   5,163 
（2）器具備品 ※1   86,858   137,462 
有形固定資産合計     90,856   142,625 

2 無形固定資産           
（1）電話加入権     4,535   4,535 
無形固定資産合計     4,535   4,535 

3 投資その他の資産           
（1）投資有価証券     880,236   1,210,218 
（2）長期差入保証金     173,961   173,961 
（3）繰延税金資産     423,116   477,685 
（4）その他     30   30 
投資その他の資産合計     1,477,345   1,861,894 

固定資産合計     1,572,736   2,009,055 
資産合計     9,120,808   12,512,839 

 



 

 

 

    前事業年度 
（2025 年 3 月 31 日） 

当事業年度 
（2026 年 3 月 31 日） 

区分 
注記

番号 
金額（千円） 金額（千円） 

（負債の部）           
Ⅰ 流動負債           

1 預り金     9,211   7,307 
2 未払金           
（1）未払手数料   628,983   737,903   
（2）その他未払金 ※2 323,996 952,980 290,746 1,028,649 
3 未払費用     1,011,693   3,046,167 
4 未払消費税等     －   413,209 
5 未払法人税等     355,431   762,276 
6 賞与引当金     199,137   209,649 
7 役員賞与引当金     5,700   13,668 
流動負債合計     2,534,153   5,480,929 

Ⅱ 固定負債           
1 退職給付引当金     278,036   304,363 
2 資産除去債務     9,699   9,721 
固定負債合計     287,735   314,085 
負債合計     2,821,888   5,795,014 
（純資産の部）           

Ⅰ 株主資本           
1 資本金     1,550,000   1,550,000 
2 資本剰余金           
（1）資本準備金     413,280   413,280 

資本剰余金合計     413,280   413,280 
3 利益剰余金           
（1）その他利益剰余金           

繰越利益剰余金     4,249,144   4,587,617 
利益剰余金合計     4,249,144   4,587,617 

株主資本合計     6,212,424   6,550,897 
Ⅱ 評価・換算差額等           
1 その他有価証券評価差額金     86,495   166,927 
評価・換算差額等合計     86,495   166,927 
純資産合計     6,298,919   6,717,824 
負債・純資産合計     9,120,808   12,512,839 

 



 

 

 

（２）【損益計算書】 

    前事業年度 
（自 2024 年 4 月 1日 

至 2025 年 3 月 31 日） 

当事業年度 
（自 2025 年 4 月 1日 
至 2026 年 3 月 31 日） 

区分 
注記

番号 
金額（千円） 金額（千円） 

Ⅰ 営業収益           
1  委託者報酬   9,303,999   10,038,987   
2  運用受託報酬   3,676,517 12,980,517 6,333,370 16,372,358 

Ⅱ 営業費用           
1  支払手数料   3,656,749   3,657,391   
2  広告宣伝費   29,623   37,005   
3  公告費   470   200   
4  調査費   3,823,073   5,808,354   
（1）調査費   1,574,634   1,564,427   
（2）委託調査費   2,245,446   4,241,018   
（3）図書費   2,992   2,908   
5  営業雑経費   151,565   152,928   
（1）通信費   18,200   17,454   
（2）印刷費   111,241   115,449   
（3）諸会費   22,123 7,661,482 20,024 9,655,879 

Ⅲ 一般管理費           
1  給料   1,871,844   1,945,461   
（1）役員報酬   58,922   60,792   
（2）給料・手当   1,554,708   1,605,828   
（3）賞与   258,213   278,840   
2  福利厚生費   265,624   285,970   
3  交際費   16,599   16,889   
4  寄付金   3,330   2,000   
5  旅費交通費   34,315   40,756   
6  法人事業税   60,847   76,651   
7  租税公課   22,682   17,593   
8  不動産賃借料   219,845   218,486   
9  退職給付費用   99,690   106,714   
10 賞与引当金繰入   199,137   209,649   
11 役員賞与引当金繰入   5,700   13,668   
12 固定資産減価償却費   22,258   25,472   
13 諸経費   535,615 3,357,490 589,602 3,548,917 

営業利益     1,961,544   3,167,561 
Ⅳ 営業外収益           

1  受取配当金   5,008   12,943   
2  受取利息   0   2   
3  有価証券売却益   －   11,556   
4  有価証券償還益   18,714   1,036   
5  為替差益   －   4,812   
6  保険配当金   927   1,871   
7  雑益   966 25,617 1,721 33,944 

Ⅴ 営業外費用           
1  有価証券売却損   301   －   
2  為替差損   3,541   －   
3  事務過誤費   13,117   1,313   
4  雑損   58 17,017 9 1,323 

経常利益     1,970,144   3,200,182 
Ⅵ 特別損失           
1  有価証券評価損   3,789   －   



 

 

2  固定資産除却損 ※1 － 3,789 217 217 
税引前当期純利益     1,966,355   3,199,964 
法人税・住民税及び事業税     672,903   1,053,081 
法人税等調整額     △ 80,362   △ 91,590 

当期純利益     1,373,813   2,238,472 

 

（３）【株主資本等変動計算書】 

前事業年度（自 2024 年 4 月 1 日 至 2025 年 3 月 31 日） （単位：千円） 

  

株主資本 
  資本剰余金 利益剰余金   

資本金 
資本 
準備金 

資本剰余金

合計 

その他利益 
剰余金 利益剰余金 

合計 

株主資本 
合計 

繰越利益 
剰余金 

当期首残高 1,550,000 413,280 413,280 2,875,330 2,875,330 4,838,610 
当期変動額             
剰余金の配当             
当期純利益       1,373,813 1,373,813 1,373,813 
株主資本以外の

項目の当期変動

額（純額） 

            

当期変動額合計 － － － 1,373,813 1,373,813 1,373,813 
当期末残高 1,550,000 413,280 413,280 4,249,144 4,249,144 6,212,424 
  
  評価・換算差額等         

  
その他有

価証券評

価差額金 

評価・換

算差額等 
合計 

純資産合計 
      

当期首残高 92,755 92,755 4,931,365       
当期変動額             
剰余金の配当             
当期純利益     1,373,813       
株主資本以外の

項目の当期変動

額（純額） 
△6,259 △6,259 △6,259 

      

当期変動額合計 △6,259 △6,259 1,367,554       
当期末残高 86,495 86,495 6,298,919       

 



 

 

 
当事業年度（自 2025 年 4 月 1 日 至 2026 年 3 月 31 日） （単位：千円） 

  

株主資本 
  資本剰余金 利益剰余金   

資本金 
資本 

準備金 
資本剰余金

合計 

その他利益 
剰余金 利益剰余金 

合計 

株主資本 
合計 

繰越利益 
剰余金 

当期首残高 1,550,000 413,280 413,280 4,249,144 4,249,144 6,212,424 
当期変動額             
剰余金の配当       △1,900,000 △1,900,000 △1,900,000 
当期純利益       2,238,472 2,238,472 2,238,472 
株主資本以外の

項目の当期変動

額（純額） 
            

当期変動額合計 － － － 338,472 338,472 338,472 
当期末残高 1,550,000 413,280 413,280 4,587,617 4,587,617 6,550,897 
  
  評価・換算差額等         

  
その他有

価証券評

価差額金 

評価・換

算差額等 
合計 

純資産合計 
      

当期首残高 86,495 86,495 6,298,919       
当期変動額             
剰余金の配当     △1,900,000       
当期純利益     2,238,472       
株主資本以外の

項目の当期変動

額（純額） 
80,431 80,431 80,431 

      

当期変動額合計 80,431 80,431 418,904       
当期末残高 166,927 166,927 6,717,824       

 
重要な会計方針 

１．有価証券の評価基準及び評価方法 
その他有価証券 

市場価格のない株式等以外のもの 
決算日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均

法により算定）を採用しております。 

 
市場価格のない株式等 

移動平均法による原価法を採用しております。 

 
２．固定資産の減価償却の方法 

有形固定資産 
定額法を採用しております。 
なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。 

建物    15 年 
器具備品  2～20 年 

 
３．外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準 

外貨建金銭債権債務は、期末日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しておりま

す。 

 
４．引当金の計上基準 

（１）賞与引当金 
従業員賞与の支給に充てるため、賞与支給見込額の当事業年度負担額を計上しております。 



 

 

（２）役員賞与引当金 
役員賞与の支給に充てるため、当事業年度における支給見込額を計上しております。 

（３）退職給付引当金 
従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における要支給額を計上しております。 
退職給付債務の計算に当たっては、「退職給付に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指

針第 25 号）に定める簡便法によっております。 

 
５．収益及び費用の計上基準 

当社の顧客との契約から生じる収益に関する主要な事業における主な履行義務の内容及び当該履行義務を

充足する通常の時点（収益を認識する通常の時点）は以下のとおりであります。 
（１）投資信託事業は、信託約款に基づきファンドごとの日々の純資産総額に対し信託報酬率を乗じた額を、

運用期間に応じて収益として認識しております。 
また、成功報酬型の収益は、信託約款に基づきファンドごとに取り決めている運用パフォーマンスの結

果に応じ、報酬を受領する権利が確定した時点で収益を認識しております。 
（２）投資顧問事業は、投資顧問契約に基づきファンドごとの資産残高に対し報酬料率を乗じた額を、運用

期間に応じて収益として認識しております。 
また、成功報酬型の収益は、投資顧問契約に基づき契約ごとに取り決めている運用パフォーマンスの結

果に応じ、報酬を受領する権利が確定した時点で収益を認識しております。 

 
未適用の会計基準等 
・「リースに関する会計基準」（企業会計基準第 34 号 2024 年 9 月 13 日） 
・「リースに関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第 33 号 2024 年 9 月 13 日） 

（１）概要 
国際的な会計基準と同様に、借手のすべてのリース取引について資産・負債を計上する等の取扱いが定め

られました。 
（２）適用予定日 
   2028 年 3 月期の期首から適用します。 
（３）当該会計基準等の適用による影響 
   「リースに関する会計基準」等の適用による財務諸表に与える影響額については、現時点で評価中であり

ます。 

 
・「後発事象に関する会計基準」（企業会計基準第 41 号 2026 年 1 月 9日） 
・「後発事象に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第 35 号 2026 年 1 月 9日） 

（１）概要 
「後発事象に関する会計基準」等は、後発事象の定義、会計処理及び開示等を取り扱う包括的な会計基準

を設定することを優先的な課題とし、日本公認会計士協会 監査・保証基準委員会 監査基準報告書 560 実

務指針第 1号「後発事象に関する監査上の取扱い」で示されている会計に関する内容を原則として踏襲して

企業会計基準委員会に移管することを基本的な方針として、表現の見直し及び後発事象の評価期間の整理を

行うとともに、財務諸表の公表の承認に関する注記を新たに求める等、後発事象に関する会計処理及び開示

について定められました。 
（２）適用予定日 
   2028 年 3 月期の期首から適用します。 



 

 

 

注記事項 

（貸借対照表関係） 
※１ 有形固定資産の減価償却累計額は、次のとおりであります。 

（単位：千円） 
  前事業年度 

（2025 年 3 月 31 日） 
当事業年度 

（2026 年 3 月 31 日） 

建物 109,313 109,948 

器具備品 198,439 216,433 

 
※２ 関係会社項目 

該当事項はありません。 

（損益計算書関係） 
※１ 固定資産除却損の内容は、次のとおりであります。 

（単位：千円） 
  前事業年度 

（自 2024 年 4 月 1 日 
至 2025 年 3 月 31 日） 

当事業年度 
（自 2025 年 4 月 1日 

至 2026 年 3 月 31 日） 

器具備品 － 217 

（株主資本等変動計算書関係） 
前事業年度 （自 2024 年 4 月 1 日  至 2025 年 3 月 31 日） 
１．発行済株式に関する事項 

株式の種類 
当事業年度 
期首株式数 

当事業年度 
増加株式数 

当事業年度 
減少株式数 

当事業年度 
期末株式数 

普通株式 24,085 株 －株 －株 24,085 株 

 
２．剰余金の配当に関する事項 

（１）配当金支払額 
該当事項はありません。 

 
（２）基準日が当期に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌期となるもの 

（決議） 
株式の

種類 
配当金の総額 

１株当た

り配当額 
基準日 効力発生日 

2025 年 5 月 29

日取締役会 
普通 
株式 

1,900,000 千円 78,887 円 2025 年 3 月 31 日 2025 年 5 月 30 日 

 
当事業年度（自 2025 年 4 月 1日  至 2026 年 3 月 31 日） 
１．発行済株式に関する事項 

株式の種類 
当事業年度 
期首株式数 

当事業年度 
増加株式数 

当事業年度 
減少株式数 

当事業年度 
期末株式数 

普通株式 24,085 株 －株 －株 24,085 株 

 
２．剰余金の配当に関する事項 

（１）配当金支払額 

（決議） 
株式の

種類 
配当金の総額 

１株当た

り配当額 
基準日 効力発生日 

2025 年 5 月 29

日取締役会 
普通 
株式 

1,900,000 千円 78,887 円 2025 年 3 月 31 日 2025 年 5 月 30 日 

 



 

 

 
（２）基準日が当期に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌期となるもの 

（決議） 
株式の

種類 
配当金の総額 

１株当た

り配当額 
基準日 効力発生日 

2026 年 5 月 28

日取締役会 
普通 
株式 

2,100,000 千円 87,191 円 2026 年 3 月 31 日 2026 年 5 月 29 日 

 
（金融商品関係） 

１．金融商品の状況に関する事項 
（１）金融商品に対する取組方針 

当社では、主として短期的な預金及び一部の有価証券によって運用しており、経営として許容できる

範囲内にリスクを制御するよう、適切に資産運用を行っております。 
（２）金融商品の内容及びそのリスク 

営業債権である未収委託者報酬及び未収運用受託報酬は、そのほとんどが信託財産から支払われるた

め、回収リスクは僅少であります。 
投資有価証券は、主に投資信託を保有しており、今後の基準価額の下落によっては、売却損・評価損

計上による利益減少や、評価差額金の減少により純資産が減少するなど、価格変動リスクに晒されてお

ります。 
（３）金融商品に係るリスク管理体制 

当社では、短期的な預金について、格付の高い金融機関とのみ取引を行っております。 
価格変動リスクについては、四半期ごとに時価の状況等を把握し、当該状況については資産運用管理

規程に従い、経理担当部が取締役会等へ報告し、適切に管理を行っております。 
（４）金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 

金融商品の時価の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等を採用すること

により、当該価額が変動することがあります。 

 
２．金融商品の時価等に関する事項 

貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。 
前事業年度（2025 年 3 月 31 日） （単位：千円） 

  貸借対照表計上額 時価 差額 

投資有価証券（※２） 879,486 879,486 － 
資産計 879,486 879,486 － 

 

 

当事業年度（2026 年 3 月 31 日） （単位：千円） 

  貸借対照表計上額 時価 差額 

投資有価証券（※２） 1,209,468 1,209,468 － 
資産計 1,209,468 1,209,468 － 

（※１）「現金・預金」、「未収委託者報酬」、「未収運用受託報酬」、「未払金」及び「未払費用」は、短期間で

決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。 
（※２）以下の市場価格のない株式等は、投資有価証券には含まれておりません。当該金融商品の貸借対照表

計上額は以下のとおりであります。 
（単位：千円） 

区分 
前事業年度 

（2025 年 3 月 31 日） 
当事業年度 

（2026 年 3 月 31 日） 

非上場株式 750 750 

 



 

 

 
注１. 金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額 

前事業年度（2025 年 3 月 31 日） （単位：千円） 

  １年以内 
１年超 
５年以内 

５年超 
１０年以内 

１０年超 

（1）預金 4,269,903 － － － 
（2）未収委託者報酬 1,826,714 － － － 
（3）未収運用受託報酬 1,177,062 － － － 
（4）投資有価証券         

その他有価証券のうち満期

があるもの 
        

株式 － － － － 
債券 － － － － 
その他 5,797 348,002 267,217 258,470 

合計 7,279,477 348,002 267,217 258,470 

 
当事業年度（2026 年 3 月 31 日） （単位：千円） 

  1 年以内 
1 年超 

5 年以内 
5 年超 

10 年以内 
10 年超 

（1）預金 4,762,020 － － － 
（2）未収委託者報酬 2,232,967 － － － 
（3）未収運用受託報酬 3,399,152 － － － 
（4）投資有価証券         

その他有価証券のうち満期

があるもの 
        

株式 － － － － 
債券 － － － － 
その他 9,981 726,699 64,215 408,573 

合計 10,404,121 726,699 64,215 408,573 

 
注２. 社債、新株予約権付社債及び長期借入金の決算日後の返済予定額 

該当事項はありません。 

 
３．金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項 

金融商品の時価を、時価の算定に係るインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の３つのレベルに

分類しております。 
レベル１の時価 観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成

される当該時価の算定の対象となる資産又は負債に関する相場価格により

算定した時価 
レベル２の時価 観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル１のインプット以

外の算定に係るインプットを用いて算定した時価 
レベル３の時価 観察できない時価の算定に係るインプットを用いて算定した時価 

時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそれぞれ

属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しております。 

（１）時価で貸借対照表に計上している金融商品 
前事業年度（2025 年 3 月 31 日） 

（単位：千円） 

区分 
時価 

レベル１ レベル２ レベル３ 合計 

投資有価証券 － 429,524 449,962 879,486 

資産計 － 429,524 449,962 879,486 

 



 

 

 
当事業年度（2026 年 3 月 31 日） 

（単位：千円） 

区分 
時価 

レベル１ レベル２ レベル３ 合計 

投資有価証券 － 653,297 556,171 1,209,468 

資産計 － 653,297 556,171 1,209,468 
注１．時価の算定に用いた評価技法及びインプットの説明 

非上場投資信託は、委託会社から提示された基準価額によっており、レベル２又はレベル３の

時価に分類しております。 
注２．時価の評価プロセスの説明 

時価の算定にあたっては、投資信託の基準価額を用いております。 

 

（２）期首残高から当事業年度末残高への調整表、当事業年度の損益に記載した評価損益 

前事業年度 （自 2024 年 4 月 1 日 至 2025 年 3 月 31 日） 

（単位：千円） 

  投資有価証券 合計 

期首残高 257,147 257,147 

当事業年度の損益又は評価・換算差額等     

損益の計上 △301 △301 

その他有価証券評価差額金 2,815 2,815 

購入、売却、発行及び決済     

購入 200,000 200,000 

売却 △9,699 △9,699 

  発行 － － 

  決済 － － 

レベル３の時価への振替 － － 

レベル３の時価からの振替 － － 

当事業年度末残高 449,962 449,962 

当事業年度の損益に計上した額のうち貸借対照表

において保有する金融資産又は金融負債の評価損

益 

－ － 

 

当事業年度 （自 2025 年 4 月 1 日 至 2026 年 3 月 31 日） 

（単位：千円） 

  投資有価証券 合計 

期首残高 449,962 449,962 

当事業年度の損益又は評価・換算差額等     

損益の計上 － － 

その他有価証券評価差額金 106,208 106,208 

購入、売却、発行及び決済     

購入 － － 



 

 

売却 － － 

  発行 － － 

  決済 － － 

レベル３の時価への振替 － － 

レベル３の時価からの振替 － － 

当事業年度末残高 556,171 556,171 

当事業年度の損益に計上した額のうち貸借対照表

において保有する金融資産又は金融負債の評価損

益 

－ － 

 
（有価証券関係） 

１．売買目的有価証券 

該当事項はありません。 

 

２．満期保有目的の債券 

該当事項はありません。 

 

３．子会社株式及び関連会社株式 

該当事項はありません。 

 

４．その他有価証券で時価のあるもの 

前事業年度（2025 年 3 月 31 日） （単位：千円） 

  
種類 

貸借対照表 

計上額 
取得原価 差額 

貸借対照表計上額が 

取得原価を超えるもの 

（1）株式 － － － 

（2）債券 － － － 

（3）その他 545,788 401,000 144,788 

小計 545,788 401,000 144,788 

貸借対照表計上額が 

取得原価を超えないもの 

（1）株式 － － － 

（2）債券 － － － 

（3）その他 333,698 352,179 △     18,481 

  小計 333,698 352,179 △     18,481 

合計 879,486 753,179 126,307 

 

当事業年度（2026 年 3 月 31 日） （単位：千円） 

  
種類 

貸借対照表 

計上額 
取得原価 差額 

貸借対照表計上額が 

取得原価を超えるもの 

（1）株式 － － － 

（2）債券 － － － 

（3）その他 717,391 459,740 257,651 

小計 717,391 459,740 257,651 

貸借対照表計上額が 

取得原価を超えないもの 

（1）株式 － － － 

（2）債券 － － － 



 

 

（3）その他 492,077 505,968 △     13,891 

  小計 492,077 505,968 △     13,891 

合計 1,209,468 965,708 243,760 

 
５．売却したその他有価証券 

前事業年度（自 2024 年 4 月 1日 至 2025 年 3 月 31 日） （単位：千円） 

種類 売却額 売却益の合計額 売却損の合計額 

（1）株式 － － － 

（2）債券 － － － 

（3）その他 9,699 － 301 

合計 9,699 － 301 

 

当事業年度（自 2025 年 4 月 1日 至 2026 年 3 月 31 日） （単位：千円） 

種類 売却額 売却益の合計額 売却損の合計額 

（1）株式 － － － 

（2）債券 － － － 

（3）その他 101,556 11,556 － 

合計 101,556 11,556 － 

 

（退職給付関係） 
１．採用している退職給付制度の概要（出向受入者に対する出向元への退職金負担額を除く。） 

当社は、従業員の退職給付に充てるため、非積立型の確定給付制度及び確定拠出制度を採用しており

ます。 
退職一時金制度（非積立型制度であります。）では、退職給付として、給与と勤務期間に基づいた一時

金を支給しております。 
なお、当社が有する退職一時金制度は、簡便法により退職給付引当金及び退職給付費用を計算してお

ります。 

 
２．簡便法を適用した確定給付制度 

（１）簡便法を適用した制度の、退職給付引当金の期首残高と期末残高の調整表  

（単位：千円） 
  前事業年度 

（自 2024 年 4 月 1日 
至 2025 年 3 月 31 日） 

当事業年度 
（自 2025 年 4 月 1日 
至 2026 年 3 月 31 日） 

退職給付引当金の期首残高 257,375 278,036 
退職給付費用 49,146 51,180 
退職給付の支払額 △ 28,485 △ 24,852 

退職給付引当金の期末残高 278,036 304,363 

 

（２）退職給付債務の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表  

（単位：千円） 
  前事業年度 

（2025 年 3 月 31 日） 
当事業年度 

（2026 年 3 月 31 日） 

非積立型制度の退職給付債務 278,036 304,363 
貸借対照表に計上された負債

と資産の純額 
278,036 304,363 

退職給付引当金 278,036 304,363 
貸借対照表に計上された負債

と資産の純額 
278,036 304,363 



 

 

 
（３）退職給付費用 

（単位：千円） 
  前事業年度 

（自 2024 年 4 月 1日 
至 2025 年 3 月 31 日） 

当事業年度 
（自 2025 年 4 月 1日 
至 2026 年 3 月 31 日） 

簡便法で計算した退職給付費

用 
49,146 51,180 

 
３．確定拠出制度 

（単位：千円） 
  前事業年度 

（自 2024 年 4 月 1日 
至 2025 年 3 月 31 日） 

当事業年度 
（自 2025 年 4 月 1日 
至 2026 年 3 月 31 日） 

当社の確定拠出制度への要拠

出額 
43,907 46,390 

 

（税効果会計関係） 
１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳 

（単位：千円） 
  前事業年度 

（2025 年 3 月 31 日） 
当事業年度 

（2026 年 3 月 31 日） 

繰延税金資産     
ソフトウェア損金算入限度超過額 189,581  224,930  
繰延資産損金算入限度超過額 94,289  116,254  
退職給付引当金 87,514  95,935  
賞与引当金 60,975  66,081  
未払事業税 21,580  41,919  
未払金否認 9,142  9,376  
その他 8,596  7,574  

繰延税金資産 小計 471,677  562,069  
将来減算一時差異等の合計に係る

評価性引当額  
△ 5,522  △ 4,334  

評価性引当額 小計 △ 5,522  △ 4,334  
繰延税金資産 合計 466,155  557,735  
繰延税金負債     

その他有価証券評価差額金 △ 39,812  △ 76,833  
株式譲渡損益 △ 3,120  △ 3,120  
固定資産除去価額 △ 107  △ 97  

繰延税金負債 合計 △ 43,039  △ 80,050  
繰延税金資産の純額 423,116  477,685  

 
２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原

因となった主要な項目別の内訳 
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の 100 分の 5 以下で

あるため注記を省略しております。 

 
３．法人税及び地方法人税の会計処理又はこれらに関する税効果会計の会計処理 

グループ通算制度を適用しております。 
また、「グループ通算制度を適用する場合の会計処理及び開示に関する取扱い」（実務対応報告第 42 号 

2021 年 8 月 12 日）に従って、法人税及び地方法人税の会計処理又はこれらに関する税効果会計の会計処

理並びに開示を行っております。 



 

 

 

（資産除去債務関係） 

資産除去債務のうち貸借対照表に計上しているもの 

１．当該資産除去債務の概要 
本社事務所及び事業継続用事務所の不動産賃貸借契約に伴う原状回復義務等であります。 

２．当該資産除去債務の金額の算定方法 
使用見込期間を取得から 15 年と見積り、割引率は 0.2%～1.8%を使用して資産除去債務の金額を計算し

ております。 

３．当該資産除去債務の総額の増減 
（単位：千円） 

  前事業年度 
（自 2024 年 4 月 1日 

至 2025 年 3 月 31 日） 

当事業年度 
（自 2025 年 4 月 1日 
至 2026 年 3 月 31 日） 

期首残高 9,582 9,699 
取得 － － 
時の経過による調整額 116 22 
期末残高 9,699 9,721 

 

（収益認識関係） 

顧客との契約から生じる収益を分解した情報 
（単位：千円） 

  前事業年度 
（自 2024 年 4 月 1日 

至 2025 年 3 月 31 日） 

当事業年度 
（自 2025 年 4 月 1日 
至 2026 年 3 月 31 日） 

投資信託事業（基本報酬） 9,178,614 9,261,563 
投資信託事業（成功報酬） 125,385 777,423 
投資顧問事業（基本報酬） 3,192,013 3,286,355 
投資顧問事業（成功報酬） 484,504 3,047,015 

合計 12,980,517 16,372,358 

 

（セグメント情報等） 

セグメント情報 
当社は、投資運用事業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。 

 
関連情報 

前事業年度（自 2024 年 4 月 1日  至 2025 年 3 月 31 日） 
１．製品及びサービスごとの情報 

単一の製品・サービスの区分の外部顧客への営業収益が損益計算書の営業収益の 90％を超える

ため、記載を省略しております。 

２．地域ごとの情報 
（１）営業収益 

本邦の外部顧客への営業収益が損益計算書の営業収益の 90%を超えているため、記載を省

略しております。 
（２）有形固定資産 

本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の 90%を超えて

いるため、記載を省略しております。 

３．主要な顧客ごとの情報 
特定の顧客に対する営業収益で損益計算書の営業収益の 10％を占めるものがないため、記載を

省略しております。 



 

 

 

当事業年度（自 2025 年 4 月 1日  至 2026 年 3 月 31 日） 

１．製品及びサービスごとの情報 
単一の製品・サービスの区分の外部顧客への営業収益が損益計算書の営業収益の 90％を超える

ため、記載を省略しております。 

２．地域ごとの情報 
（１）営業収益 

本邦の外部顧客への営業収益が損益計算書の営業収益の 90%を超えているため、記載を省

略しております。 
（２）有形固定資産 

本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の 90%を超えて

いるため、記載を省略しております。 

３．主要な顧客ごとの情報 

（単位：千円） 

顧客の名称又は氏名 営業収益 
年金積立金管理運用独立行政法人 2,845,501 

 

（関連当事者情報） 

１．関連当事者との取引 
（１）財務諸表提出会社の親会社及び主要株主（会社等に限る。）等 

該当事項はありません。 

（２）財務諸表提出会社の子会社及び関連会社等 
該当事項はありません。 

（３）財務諸表提出会社と同一の親会社を持つ会社等及び財務諸表提出会社のその他の関係会社の子会社等 

前事業年度 （自 2024 年 4 月 1 日  至 2025 年 3 月 31 日） 

種類 
会社

等の

名称 

所在

地 

資本金 
（億

円） 

事業

の内

容 

議決権

等の所

有(被所

有）割

合 

関連当

事者と

の関係 

取引の

内容 
取引金額 
（千円） 

科目 

期末残

高 
（千

円） 

同一

の親

会社

を持

つ会

社 

損保

ジャ

パン

ＤＣ

証券

株式

会社 

東京

都新

宿区 
30 

確定

拠出

年金

業 

－ 

投資信

託に係

る事務

代行の

委託等 

投資信

託代行

手数料

の支払 
（注

1） 

1,002,331 
未払 
手数

料 
247,773 

同一

の親

会社

を持

つ会

社 

ＳＯ

ＭＰ

Ｏリ

スク

マネ

ジメ

ント

株式

会社 

東京

都新

宿区 
0 

リス

クコ

ンサ

ルテ

ィン

グ業 

－ 

投資信

託等に

係る委

託調査 

投資信

託等委

託調査

費の支

払(注

2） 

197,617 
未払 
費用 

193,125 

注１.上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれておりま

す。 
注２.取引条件及び取引条件の決定方針等 

（注 1）代行手数料の支払いについては、一般的取引条件によっております。 
（注 2）委託調査費の支払いについては、一般的取引条件によっております。 



 

 

 

 
当事業年度（自 2025 年 4 月 1日  至 2026 年 3 月 31 日） 

種類 
会社

等の

名称 

所在

地 

資本金 
（億

円） 

事業

の内

容 

議決権

等の所

有(被所

有）割

合 

関連当

事者と

の関係 

取引の

内容 
取引金額 
（千円） 

科目 

期末残

高 
（千

円） 

同一

の親

会社

を持

つ会

社 

損保

ジャ

パン

ＤＣ

証券

株式

会社 

東京

都新

宿区 
30 

確定

拠出

年金

業 

－ 

投資信

託に係

る事務

代行の

委託等 

投資信

託代行

手数料

の支払 
（注

1） 

1,148,467 
未払 
手数

料 
314,249 

同一

の親

会社

を持

つ会

社 

ＳＯ

ＭＰ

Ｏリ

スク

マネ

ジメ

ント

株式

会社 

東京

都新

宿区 
0 

リス

クコ

ンサ

ルテ

ィン

グ業 

－ 

投資信

託等に

係る委

託調査 

投資信

託等委

託調査

費の支

払(注

2） 

202,016 
未払 
費用 

213,508 

 
注１.上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれておりま

す。 
注２.取引条件及び取引条件の決定方針等 

（注 1）代行手数料の支払いについては、一般的取引条件によっております。 
（注 2）委託調査費の支払いについては、一般的取引条件によっております。 

 

（４）財務諸表提出会社の役員及び主要株主（個人の場合に限る。）等 
役員及び主要株主（個人の場合に限る。）等との取引はありません。 



 

 

 

２．親会社又は重要な関連会社に関する注記 

（１）親会社情報 
ＳＯＭＰＯホールディングス株式会社 （東京証券取引所に上場） 

（２）重要な関連会社の要約財務情報 
関連会社はありません。 

 
（１株当たり情報） 

  前事業年度 
（自 2024 年 4 月 1日 
至 2025 年 3 月 31 日） 

当事業年度 
（自 2025 年 4 月 1日 
至 2026 年 3 月 31 日） 

１株当たり純資産額（円） 261,528.74 278,921.49 

１株当たり当期純利益金額（円） 57,040.22 92,940.54 
（注）１. 潜在株式調整後 1株当たり当期純利益金額は、潜在株式が存在しないため記載しておりません。 
（注）２.１株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 
  前事業年度 

（自 2024 年 4 月 1日 
至 2025 年 3 月 31 日） 

当事業年度 
（自 2025 年 4 月 1日 
至 2026 年 3 月 31 日） 

当期純利益（千円） 1,373,813 2,238,472 

普通株主に帰属しない金額（千円） － － 

普通株式に係る当期純利益（千円） 1,373,813 2,238,472 

期中平均株式数（株） 24,085 24,085 

 

 



 

独立監査人の監査報告書 
 

２０２６年６月１１日 

 
ＳＯＭＰＯアセットマネジメント株式会社 

取締役会 御中 

 

EY新日本有限責任監査法人 

東 京 事 務 所 

指定有限責任社員 公認会計士 森 重 俊 寛 
業 務 執 行 社 員 
 
指定有限責任社員 公認会計士 大 場 康 生 
業 務 執 行 社 員 

 

監査意見 

 当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託

会社等の経理状況」に掲げられているＳＯＭＰＯアセットマネジメント株式会社の２０２５年４月１

日から２０２６年３月３１日までの第４１期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算

書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。 

 当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に

準拠して、ＳＯＭＰＯアセットマネジメント株式会社の２０２６年３月３１日現在の財政状態及び同

日をもって終了する事業年度の経営成績を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認め

る。 

 

監査意見の根拠 

 当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。

監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。

当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査

人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適

切な監査証拠を入手したと判断している。 

 

その他の記載内容 

 その他の記載内容は、監査した財務諸表を含む開示書類に含まれる情報のうち、財務諸表及びその

監査報告書以外の情報である。 

当監査法人は、その他の記載内容が存在しないと判断したため、その他の記載内容に対するいかな

る作業も実施していない。 

  

財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任 

 経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表

を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表

を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。 

 財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切

であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継

続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。 



 

 監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監

視することにある。 

 

財務諸表監査における監査人の責任 

 監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による

重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財

務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、

個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、

重要性があると判断される。 

 監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、

職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。 

・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに

対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、

意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。 

・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人

は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する

内部統制を検討する。 

・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の

見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。 

・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した

監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な

不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる

場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関

する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが

求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来

の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。 

・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に

準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並び

に財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。 

監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で

識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているそ

の他の事項について報告を行う。 

監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定

を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を

除去するための対応策を講じている場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフ

ガードを適用している場合はその内容について報告を行う。 

 

利害関係 

 会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係は

ない。 

以  上 

 
 

（注）１．上記の監査報告書の原本は当社が別途保管しております。 

２．ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれていません。 



公開日    ２０２６年 ６月 ２６日 

作成基準日  ２０２６年 ６月 １１日 

 

【本店所在地】   

東京都中央区日本橋２－２－１６ 

お問い合わせ先  経営企画部 

 

 


